
町企画財政課　企画財政班　☎0187（84）4901申・問

行政区の活動拠点となる集会施設等の整備事業に補助金を交付しています
■集会施設等の新築（全部改築を含む）を行う事業
事業に必要な経費の2分の1以内の額（上限額600万円）
■集会施設の増築、一部改築、修繕を行う事業
■外構、駐車場等の付帯施設の整備を行う事業
■防災資機材等の整備を行う事業
　事業に必要な経費の2分の1以内の額（上限額200万円）
※次の経費は補助金額を経費の４分の３以内とします。
　①下水道施設、集落排水施設への接続に要する経費
　②上水道への接続に要する経費
　③合併処理浄化槽の設置に要する経費
　④施設のバリアフリー化に要する経費
　⑤災害時の地域一時避難所としての防災資機材の整備
　　に要する経費
※新築および増改築等の場合、事業費が10万円未満の事
　業は補助対象外となります。

■集会施設で使用する備品整備を行う事業
　事業に必要な経費の２分の１以内の額（上限額30万円）
　対象：テーブル、椅子、座布団、テレビ、ストーブ、冷蔵庫、
　　　　テント
※備品整備の場合、事業費が３万円未満の事業は補助対
　象外となります。
※過去３年以内に備品整備の補助金を活用した行政区等
　は活用できません。
■申込方法
　事業を行う２週間前までに、町企画財政課または六郷・仙
南各出張所に申請書を提出してください（申請書は、町企
画財政課および六郷・仙南各出張所に備え付けているほか、
町ホームページからダウンロードできます）。
※改修内容等によっては補助の対象とならない場合もあり
　ます。詳細は町企画財政課までお問い合わせください。

行政区やボランティア団体等が自主的に行う事業に補助金を交付しています
活力ある地域づくり事業

地域活動拠点整備事業

■地域の伝統行事の保存および継承のために行う事業
　（伝統行事）
　事業に必要な経費の2分の1以内の額（上限額5万円）
■行政区、自治会、ボランティア団体等が行う事業
　事業に必要な経費の3分の2以内の額（上限額30万円）
※ただし、補助金の交付が４回以上の事業については必
　要経費の２分の１以内の額（上限額２０万円）、７回以上の
事業については必要経費の３分の１以内の額（上限額１０

　万円）

■申込方法
事業を行う２週間前までに、町企画財政課または六郷・仙
南各出張所に申請書を提出してください（申請書は、町企画
財政課および六郷・仙南各出張所に備え付けているほか、
町ホームページからもダウンロードできます）。
※補助金額が１万円未満となる事業は対象外となります。
※飲食に関する経費など、補助の対象とならない経費があ
　りますので、詳細は町企画財政課へお問い合わせくだ
　さい。

「結婚サポーター」を募集しています
活動内容◆秋田県に登録し、各地域で主に次のような活動
　　　　　をボランティアとして行います。「できることをで
　　　　　きる範囲で」ご協力ください。
　・出会いや結婚に関するお世話やアドバイス
　・あきた結婚支援センターの紹介や出会いイベント参
　　加のおすすめ
　・出会いイベントの企画・開催のお手伝い  など
活動期間◆登録の日から２年後となる日の属する年度末
　　　　　（更新あり）
　　　　　※令和６年度に登録をした方は、令和９年３月
　　　　　　３１日までとなります。
申込方法◆「結婚サポーター」応募用紙にご記入の上、町企
　　　　　画財政課へご提出ください（応募用紙は、町企
　　　　　画財政課および六郷・仙南各出張所に備え付
　　　　　けているほか、町ホームページからダウンロー
　　　　　ドできます）。

■活動までの流れ
　①町を通じて秋田県へ応募します。応募後ご都合の良い
　　日時に、町内会場にてあきた結婚支援センターが行う
　　２時間程度の研修（独身の方への具体的な支援方法や
　　個人情報保護等について）を受講していただきます。
　②研修終了後、秋田県から「身分証」が交付されます。
　③あきた結婚支援センターWebサイト等でサポーターの
　　お名前とお住まいの市町村名を掲載し、地域の皆さん
　　にPRし、活動開始となります。

を交付しています

企画財政課

その他詳細のお問い合わせ
●一般社団法人あきた結婚支援センター
　☎0800(800)0413
●秋田県あきた未来創造部 次世代・女性活躍支援課
　☎018(860)1552
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企画財政課

在住外国人のための相談員を紹介します

　大仙市、仙北市、美郷町にお住まいの外国人のための相
談員を紹介します。生活するうえで困ったことや分からない
ことがありましたら次の相談員へお気軽にご相談ください。

【日本語】

大仙市
だいせん し

だい かんこうこうりゅうか ないせん

きょういく い いんかいしょうがいがくしゅうか

き かくざいせい  か

せん し

仙北市
せん ぼく し

せんぼく し

美郷町
み さ と ち ょ う

みさとちょう

☎090（2276）1113

☎090（2957）1754

☎0187（84）2234

鈴　木　通　明
すず き みつ あき

田　村　雄　幸
た むら ゆう こう

加　藤　千惠子
か とう ち え こ

， ，
。

， 。

【中国語】
だいせん

かい せいかつ

つぎ そうだんいん き がる そうだん

こま わ

せんぼくし し みさとちょう がいす こくじん そう

だんいん しょう

大仙市  観光交流課　  　 ☎ 0187（63）1111（内線216）
仙北市  教育委員会生涯学習課　　　☎ 0187(43)3383
美郷町  企画財政課　　　　　　　　☎ 0187(84)4901

☎ 0187(63)1111（ 216）
☎ 0187(43)3383
☎ 0187(84)4901

担当

相談員
そうだんいん

連絡先
れんらくさき

地域
ち いき

☎090（2276）1113

☎090（2957）1754

☎0187（84）2234

町企画財政課　企画財政班　☎0187（84）4901問

そう だんいんがい こくじゅうざい じん しょうかい

あきた結婚支援センター入会登録料・更新料を全額助成しています
対　　象◆
　①新規にあきた結婚支援センターに入会する美郷町民
　②すでにあきた結婚支援センターに入会していて、令
　　和6年度中に更新手続きをする美郷町民
助成金額◆1万円（2年間分）
申請書類◆助成金交付申請書、同意書

申請方法◆あきた結婚支援センター入会および更新登録
　　　　　時に申請書類を記入し、あきた結婚支援セン
　　　　　ターへ提出してください。
　　　　　※手続きはすべてあきた結婚支援センターで
　　　　　　行いますので、役場にお越しになる必要はあ
　　　　　　りません。

あきた結婚支援センターの登録に関すること　一般社団法人あきた結婚支援センター　☎0800（800）0413
※登録料・更新料に関することは町企画財政課へ

出会いを希望する独身男女や
出会いの場を提供する団体に補助金を交付します
対象事業◆次の要件をすべて満たす事業
　①20歳以上の独身男女を対象とする交流イベント等で
　　あること
　②参加者が10人以上であること
　③参加者の男女比率の少ない方の比率が参加者全体の
　　30％以上であること
　④参加者のおおむね過半数が、町内に居住する方また
　　は町内に勤務する方であること
　⑤交流イベント等は、町内において実施すること
　⑥公序良俗に反するまたは社会通念上適当でないと認
　　められる内容は含まないこと

交付対象◆結婚支援を推進する町内の団体および企業
補助金額◆助成対象経費の全額（上限額30万円）
　　　　　※飲食代等助成対象経費に該当しないものも
　　　　　　ありますので、詳しくは下記までお問い合わ
　　　　　　せください。
申込方法◆事業を行う2週間前までに、町企画財政課へ申
　　　　　請書を提出してください（申請書は町企画財
　　　　　政課に備え付けているほか、町ホームページ
　　　　　からダウンロードできます）。

（例）パーティーなどの食事会、文化・スポーツまたはボランティア活動などを介したイベントや体験教室など
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